
平成２３年度私立幼稚園就園奨励費補助金 

美幌町では、家庭の所得状況に応じて保護者の負担軽減を図るため、私立幼稚園の設置者が保育料等

の減免を行う場合に要する費用を補助する、「私立幼稚園就園奨励費補助事業」を行っております。 

 なお、補助限度額は次のようになります。 

○従 来 基 準 に よ る 限 度 額 

区     分 

補 助 限 度 額 （年額） 
１人就園の場合及
び同一世帯から２人
以上就園している場
合の最年長者 

同一世帯から２人以
上就園している場合
の次年長者 

 

同一世帯から３人以
上就園している場合
の左以外の園児 

（第１子） （第２子） （第３子）

①  生活保護世帯 
１７０,９００ 円

 
２０２,１００ 円 ２３２,０００ 円

②  
当該年度に納付すべき市町村民税が非
課税となる世帯及び市町村民税所得割が
非課税となる世帯  

１４７,９００ 円
 

１９０,７００ 円 ２３２,０００ 円

③ 
当該年度に納付すべき市町村民税所得
割課税額が３４,５００円以下の世帯 ８３,６００ 円

 
１５８,５００ 円 ２３２,０００ 円

④ 
当該年度に納付すべき市町村民税所得
割課税額が１８３,０００円以下の世帯        ３５,８００ 円

  
１３４,０００ 円 ２３２,０００ 円

○新 基 準 に よ る 限 度 額 

区     分 

補 助 限 度 額 （年額） 

小学校１～３年生の
兄・姉を１人有し、就
園している場合の最
年長者 

小学校１～３年生の兄・姉を１人有し、同一世帯

から２人以上就園している場合の左記以外の園

児及び小学校１～３年生に兄・姉を２人以上有し

ている園児 
（第２子） （第３子以降）

① 生活保護世帯 
 

１８６,８００ 円 
 

２３２,０００ 円 

② 
当該年度に納付すべき市町村民税が非
課税となる世帯及び市町村民税所得割が
非課税となる世帯  

 
 １７０,０００ 円  

 
２３２,０００ 円 

③ 
当該年度に納付すべき市町村民税所得
割課税額が３４,５００円以下の世帯 

 
  １２１,７００ 円  

 
２３２,０００ 円 

④ 
当該年度に納付すべき市町村民税所得
割課税額が１８３,０００円以下の世帯      

 
  ８５,０００ 円 

 
２３２,０００ 円 

（注１）世帯構成員中２人以上に所得がある場合は、所得割課税額を合算する。 

（注２）所得割課税額については、税額控除前所得割額とする。 

（注３）途中入園により、保育料が在園期間に応じて支払われている場合の補助限度額は、次の算式により減額

して適用する。 

途中入園:上記の単価×（保育料の支払い月数＋３）÷１５ （１００円未満を四捨五入） 

（注４）実際の支払額が限度額を下回る場合は、当該支払額を限度とする。 

（注５）「従来基準」及び「新基準」の両方に該当する世帯は、世帯合算でどちらか一方を選択することとし、両基

準の併用はできない。 


